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「AS番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織から JPNIC契約組織への移転用)」新旧対照表 

現在の文書 改定後の文書 

2.6. AS 番号移転手数料の支払い 
 
「2.5. 移転後の AS番号管理に必要な手続きの完了」も含め、移転に必要な手続きが
すべて完了していることを JPNIC で確認した後に、JPNICはその旨を AS番号移転申請
書に記入された移転先の担当者に通知するとともに、申請に対応する手数料の振り込
みを案内します。 
 
JPNICは本文書に基づく AS番号移転申請に関して、移転先に対して手数料を徴収しま
す。手数料は以下の金額です。 
 
AS番号移転手数料         86,400 円（うち消費税 6,400円） 
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5. 費用 

5.1. AS 番号移転手数料 

JPNICは本文書に基づく AS番号移転申請に関して、移転先に対して手数料を徴収しま

す。手数料は以下の金額です。 

AS番号移転手数料         86,400 円（うち消費税 6,400円） 

5. 費用 

5.1. AS 番号移転手数料 

JPNICは本文書に基づく AS番号移転申請に関して、移転先に対して手数料を徴収しま

す。手数料は以下の金額です。 

AS番号移転手数料         88,000円（うち消費税 8,000円） 

6.2. アドレス維持料 

 

 移転された IPv4 アドレス空間は、他の IPv4 アドレス空間と同じく、 次の各文書の

定めに従いアドレス維持料が課金されます。 

 

  「IPアドレス割り当て等に関する規則」別表：4．IPアドレス維持料 
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